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「緊急事態措置を実施すべき区域の指定の解除に伴う放課後等デイサービス 

事業所の対応について（その２）」に係るＱ＆Ａ 

 

 

 「緊急事態措置を実施すべき区域の指定の解除に伴う放課後等デイサービス事業所

の対応について（その２）」（令和２年５月 28 日付け事務連絡）について、下記のと

おり考え方を補足してお示ししますので、管内市町村に対し周知をお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

Ｑ１ 学校休業日単価の取扱いの適用の終了について、「地域の全ての学校が通常

通りの登校となってから一定程度（１～２週間）の期間をおいた上で終了す

ることとし、終了の日については、あらかじめ市町村において定めること」

とあるが、「地域の全ての学校」とは具体的にどの範囲を指すのか。 

 

Ａ１ 「地域の全ての学校が通常通りの登校となってから一定程度（１～２週間）

の期間をおいた上で終了することとし、終了の日については、あらかじめ市町

村において定めること」とした趣旨は、分散登校や午前又は午後のみの登校な

ど、様々な形態での登校が混在している状況で、放課後等デイサービス事業所

（以下「事業所」という。）としては午前中から開所するなどの体制を引き続

き確保する必要があるにもかかわらず、児童によって学校休業日単価が終了し

てしまう状況を避けるため、基本的には、当該市町村内に所在する事業所を利

用する児童が通う学校の全てが通常の状態に戻ってから、一定の周知期間をお

いた上で、学校休業日単価の取扱いを終了することとしたものである。 

こうした趣旨から、「地域の全ての学校」とは、当該市町村に所在する事業

所を利用している児童（自市町村で給付決定を受けている場合と他市町村で給

付決定を受けている場合を含む。）が通う学校を想定している。 



市町村では、終了日の設定に当たり、自市町村内の学校のほか、当該市町村

に所在する事業所を利用する他市町村の給付決定を受けている児童が通う他市

町村の学校も含めて考える必要があるので、あらかじめ当該市町村に所在する

事業所に対して、他市町村の給付決定を受けている児童が通う学校が通常の状

態に戻っているかについても確認するなど、他市町村の学校の状況も踏まえた

上で、当該市町村における終了日を決定されたい。 

 

 

Ｑ２ 放課後等デイサービスは、一つの事業所に、複数の市町村の給付決定を受

けた児童が利用している場合がある。市町村ごとに終了日を定めた場合、あ

る市町村が定めた終了日より、他の市町村が定めた終了日が遅い場合は、遅

い方の日で取り扱うことになるのか。 

 

Ａ２ Ａ１のとおり、「地域の全ての学校」については他市町村の給付決定を受け

ている児童が利用している場合も含めることを想定しているので、あらかじめ

事業所に他市町村の給付決定を受けている児童が通う学校が通常の状態に戻っ

ているかについて確認するなど、他市町村の学校の状況も踏まえた上で終了日

を決定することで、一つの事業所で終了日が異なる児童がいることを避けるこ

とが出来るものと考えている。 

一方、医療的ケア児・重症心身障害児を対象とした事業所のように、市町村

域を越えて広域的に利用されている事業所などでは、異なる市町村の学校に通

う児童が多数いる場合も想定される。そのような場合には、事業所から各市町

村に対して申し出ることにより、市町村において、当該事業所については、当

該市町村に所在する他の事業所とは異なる終了日を個別に設定しても差し支え

ないこととする（その場合、同一市町村内で給付決定をしている児童が通う事

業所によって、終了日が異なることになるが、そのような対応となっても差し

支えない）。 

 

 

Ｑ３ あらかじめ給付決定児童が利用する事業所に、他の市町村の給付決定児童

の学校の状況を調査する場合、事業所によっては複数の市町村から同様の調

査を受け、それぞれに回答することにもなり、負担になると思われるが、こ

のような調査を市町村単位で行わないといけないのか。 

 

 Ａ３ 市町村によっては、異なる市町村の学校に通う児童が多数いる事業所がある

ことも想定される。あらかじめ全ての事業所に対して調査を行うことが困難な

場合、事業所を利用する全ての児童の学校についてすべからく調査する必要は

なく、例えば、管内の都道府県立学校、自市町村立の学校のほか、当該市町村

内の事業所に通う可能性がある他市町村立の学校（自市町村の境にあるような



学校を想定。）の再開予定を把握し、当該予定をもとに基本的な終了日を示す

形で差し支えない。 

    その結果、複数の市町村の給付決定を受けた児童が利用する事業所において

終了日がずれた場合には、Ａ２に示したように取り扱われたい。 

 

 

Ｑ４ 終了日以降に訪問や電話等による支援を行った場合、その基本報酬は授業

の終了後の単価となるのか、学校休業日単価となるのか。 

 

Ａ４ 授業の終了後の単価とする。 

 

 

Ｑ５ 学校休業日単価の適用以外の報酬の柔軟な取扱いは、当面、継続するもの

とされている他方で、「特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービ

ス支援等事業」では、特別支援学校等が臨時休業している場合が対象とされ

ている。 

   地域の全ての学校が通常通りの登校となってから、学校休業日単価の適用

を一定程度（１～２週間）の期間をおいた上で終了するとき、この終了の日

まで、同事業における臨時休業に該当するものとして取り扱ってよいか。ま

た、「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した

放課後等デイサービスに係るＱ＆Ａについて（４月 28日版）」（令和２年４月

28日付け事務連絡）のＱ17では、「新型コロナウイルス感染症を予防するた

めの欠席希望の場合で、事業所が居宅への訪問、電話その他の方法で児童の

健康管理や相談支援などの可能な範囲での支援の提供を行ったと市町村が認

める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供している

ものとして、報酬の対象とすることが可能」とされているが、学校休業日単

価の適用の終了日以降にこのような支援が提供された場合は、同事業の対象

とはできないと考えて良いか。 

 

 Ａ５ 地域の全ての学校が通常通りの登校となってから、学校休業日単価の適用を

一定程度（１～２週間）の期間をおいた上で終了するとき、この終了の日ま

で、「特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援等事業」に

おける臨時休業に該当するものとして取り扱って差し支えない。 

    また、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュア

ル～「学校の新しい生活様式」～」（令和２年５月 22日文部科学省）では、医

療的ケアを必要とする児童生徒等や基礎疾患等がある児童生徒等、保護者から

感染が不安で休ませたいと相談があった場合、「「欠席日数」とはせずに、「出

席停止・忌引等の日数」として記録する」ことが示されている。こうしたこと

を考慮し、質問のＱ17に示す支援を行い報酬の対象とする場合、特別支援学校



等が臨時休業している状態と同様と見なし、「特別支援学校等の臨時休業に伴

う放課後等デイサービス支援等事業」の対象として差し支えない。 
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